
平成３０年度（２月） 第１１回浜北区協議会 次第

日時：平成 31年 2 月 21 日（木）午後 1時 30 分から

会場：浜北区役所 大会議室（なゆた・浜北３階）

１ 開 会

２ 議 事 

(1) 協議事項 

ア 浜松市市民協働を進めるための基本指針(案)のパブリック・コメント 

実施について【資料 1】            

イ 平成 31 年度浜北区地域力向上事業(助成事業)の提案について【資料 2】※当日配布

(2) 報告事項 

平成 31 年度浜北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について【資料 3】

３ その他

(1) その他

(2) 次回開催日程について 

４ 閉 会



 第９号様式         区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市市民協働を進めるための基本指針（案）のパブリック・コメント 

実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

○背景 

・ 浜松市市民活動基本指針は、「市民と行政との協働によるま
ちづくり」を目的として、平成 14年 2 月に策定された。 

○現状・課題 
・ 協働の姿は時代とともに変化しており、市民と企業、NPO と

自治会、NPO と企業などの様々な協働の姿がある。今後こう
した協働が期待される。 

・ 多様な主体が社会を支えることに関心を持ち、行動を起こす
ことにより、様々な協働の形によるまちづくりを含めた、多
様な主体によるまちづくりを実現していく必要がある。 

○経緯 

・ 附属機関である浜松市市民協働推進委員会から平成 27 年に
指針改訂の提言を受け、同委員会において審議を重ね、案を
策定した。 

・ パブリック・コメントを実施し、平成 31 年 7 月施行を予定
している。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

○指針の目的・概要 

・ 指針のあり方を「市民と行政との協働」から「多様な主体に
よる協働」に変更し、多様な主体によるまちづくりの実現を
目指すものとする。 

・ 基本的な考え方として 3つの柱を定めて取組みの道筋を示 
す。市民、市民活動団体、事業者、市という 4つの主体につ
いて将来像を示す。 

・ 多様な主体が社会を支えることに関心を持ち、行動を起こす
という、多様な主体によるまちづくりの実現に繋げていく。

○案の公表及び意見募集期間 

平成 31 年 2 月 15 日（金）から平成 31 年 3 月 29 日（金）まで

○案の公表先 

市民協働・地域政策課、市政情報室、区役所、協働セン 
ター、中央図書館、市民協働センター（中区中央一丁目）、 
パブコメ PR コーナー（市役所本館 1階ロビー）にて配布 
市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）

○市の考え方の公表時期（予定） 

 平成 31年 6 月 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

施行時期（予定）：平成 31 年 7 月 

担当課
市民協働・ 

地域政策課 
担当者 木下 喬介 電話 457-2094 

資料１ 
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 概要図 

市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』
－ 小さな歯車が重なって大きな こと を動かす【市民協働】 －

都市の将来像

基本的な考え方（３つの柱）

４つの主体

各
主
体
が
取
り
組
む
３
つ
の
柱

・まちづくりに関わって
いく意識を育てます
・まちづくりに参加しや
すい仕組みを整えます

（２）深める
－ まちづくりの担い
手として行動する －

（３）繋がる
－ 市民協働でまちづ
くりの主役になる －

（１）広げる
－ まちづくりへの
関心を高める －

市民 市民活動団体 事業者 市

各
主
体
の
将
来
像

・誰からも信頼される
存在になります
・自立した活動を展開
します

・相互支援機能を高め
ます
・市民協働によって、
まちづくりの主役に
なります

1 

浜松市市民協働を進めるための基本指針の概要（案） 

新指針の 

ポイント 

１ 基本指針の概要 

（１）指針の目的 

本指針の目的  － 多様な主体によるまちづくりの実現のために － 

・ 現在の社会情勢や今後の動向を踏まえ、市民協働の未来を示す

・ 担い手を増やし、多様な主体が相互理解を深めることで、連携が多様化、活発化すると

考え、各主体の特徴や役割、責任を示す

・ 多様な主体が社会を支えることに関心を持ち、行動を起こすという、多様な主体による

まちづくりの実現に繋げていく

（２）まちづくり・市民協働とは 

「市民協働によるまちづくり」 

２ 都市の将来像 

 平成 26 年 12 月に策定した浜松市未来ビジョンでは、1 世代（＝30 年）先を未来の理想の

姿として、都市の将来像を定めている。長期的な展望に立って、課題を認識した上で、希望

に満ちた未来を創造する。

都市の将来像   市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』 

－ 小さな歯車が重なって大きな‘こと’を動かす【市民協働】 － 

３ 基本的な考え方 

都市の将来像を実現するために、基本的な考え方として「私たち」が取り組む 3 つの柱を

定め、豊かで活力ある多様な主体による地域社会を築くため、協力連携していく。 

※市民、市民活動団体、事業者、市の全ての 

主体を指して「私たち」とする

※ 円の重なりは、各主体が協働していく姿を

示すもの

多様な主体によるまちづくりを実現する 

・３つの柱を定めて取組みの道筋を示す 

・４つの主体（市民、市民活動団体、事業者、市）の将来像を示す 

（新指針名）浜松市市民協働を進めるための基本指針 

       － 多様な主体によるまちづくりを実現するために － 

豊かな特性を持った市民、市民活動団体、事業者及び市の各主体が、互いを理解し、

信頼し、想いを共有し、対等な立場で手を取り合いながら、市民一人ひとりが幸せに

暮らせる浜松市にするために主体的に取り組んでいくことである。

事業者

市

私たち

市民

市民活動
団体



2 

（１）広げる － まちづくりへの関心を高める － 

・ 潜在的なまちづくりの担い手が行動を起こすために、市民協働の意識を“広げる”

・ 多様な市民・団体が存在する浜松市では、将来その担い手となり得る潜在的な人材が豊

富であり、まちづくりへの関心を高め、世代や事情に応じて、多彩な形でまちづくりに

参加できる仕組みを整えることで、市民協働の意識を広げていく

まちづくりに関わっていく意識を育てます 

・ 潜在的な担い手に向けて、自らの活動の意義や解決を目指す社会的課題をわかり

やすく情報提供し、想いの共有に繋げる

・ 潜在的な担い手が、自分たちでまちづくりをするという当事者意識を育てる

まちづくりに参加しやすい仕組みを整えます 

・ 潜在的な担い手に対して、活動への多様な関わり方を積極的に発信する 

・ ボランティア参加や寄附等をきっかけとしてまちづくりに参加しやすい環境をつくる 

・ 適応性、専門性の高い人材を育成するとともに、まちづくりに関わる活動が、働き 

手にとって魅力ある就労先となる環境をつくる 

（２）深める － まちづくりの担い手として行動する － 

・ まちづくりの担い手としての当事者意識や活動を“深める” 

・ 相手や社会から信頼される存在であるために、自立した責任ある活動をする 

誰からも信頼される存在になります 

・ それぞれの役割と責務を理解し、対等性、自主性、主体性を尊重し、公正性や透明 

性を確保しながら活動し、協働相手や協力者等の関係者と情報を共有する 

・ 社会における役割を理解し、社会に対して正しく、かつわかりやすく情報発信する 

ことで社会における信頼性を高める 

自立した活動を展開します 

・ 社会的・地域的課題を解決するため、新しい仕組みや手法を生み出す環境づくりを 

進め、社会における新しい価値を創造する 

・ 持続可能な活動をしていくために、自らの活動の社会的価値を追求し、自分たちの 

考えや取り組みを提案しながら、人材や活動資金を確保し活動する 

（３）繋がる － 市民協働でまちづくりの主役になる － 

・ 協働によって効果的なまちづくりを進めるため、各主体が“繋がる” 

・ お互いを補い、支え合うことに加え、明確な目標を共有し、良好な信頼関係を築く 

相互支援機能を高めます 

・ 活動を通じて得たノウハウや情報を適切に共有し合い、お互いの強みを活かした 

支援をするとともに、活動の質を高めていくために、人材面や資金面で支援し合う 

・ 様々な世代の人たちがまちづくりに関わり、世代を超えて想いを共有し、支え合う 

市民協働によって、まちづくりの主役になります 

・ 繋がる場をそれぞれが工夫しつくることで、多様な協働を生み出す 

・ 良好な信頼関係と情報共有により、高い創造性を持つ質の高い協働を生み出す 

・ お互いが繋がることで市民協働を実践し、積極的に社会的課題の解決に取り組む 

ことにより、まちづくりの主役になる 

3 

４ 各主体の将来像 

（１）市民  当事者意識を持って地域や社会をつくる 

子供から大人まで、全ての市民が浜松を創造し、地域や社会の 

一翼を担う主体として自分にできる行動をしている 

・ 子供たちが、家庭、地域、企業、学校の連携した支援を受けて、社会貢献の意欲を高

めている 

・ 若い世代が、市民活動の意義や知恵を地域の先輩から受け継いでいる 

・ いくつになっても、ボランティア活動などの社会貢献活動に携わり、いきいきと活動

している 

・ よりよいまちづくりを行うために、自分の意見を述べ、提案する力を持っている 

（２）市民活動団体  高い信頼性を持ち市民協働をリードする 

困りごとを解決するためのリーダーとして、想いを持って 

多様な主体と協働しながら、持続可能な活動を展開している 

・ 誠実に説明責任を果たし、高い信頼性のもと市民参画の場をつくっている

・ 中間支援組織の充実により、市民活動団体を育てる体制が実現している

・ 地域コミュニティ活動を通して、地域の活性化が図られている

・ 様々な個人・団体から人材や資金を獲得しながら、自立して活動している

（３）事業者  事業活動と社会貢献で社会にアプローチする 

本業と地域や社会への貢献の両方を通じて企業価値を高め、 

社会に欠かせない存在として活躍している 

・ 事業活動が発展的に展開されており、安定した雇用を通じて地域や社会に貢献してい

る 

・ 地域や社会における課題や責任を理解し、持続可能なまちづくりに取り組んでいる 

・ 市民や市民活動団体が行う多様な活動に共感し、それぞれに合った手法（地域のプロ

ジェクトへの参加や寄附等）で協働している 

・ 従業員が地域貢献やボランティア活動に携わり、やりがいや充実感を感じながら働い

ている 

（４）市  多様な主体が市民協働に参画する環境を整える 

市民、市民活動団体、事業者を適切に支援し、多様な主体の 

マッチングを実現するコーディネーターとして機能している 

・ きめ細かな情報を提供し、多様な主体と開かれた自由な議論ができている 

・ 多様な主体が十分に活用できる協働するための場を提供している 

・ 適応性と専門性の高い職員により、多様な主体を把握し、その活動や意向を尊重しな

がら、協働を推進している 

・ 協働センター等を拠点として、コミュニティ担当職員が積極的にコミュニティ組織を

支援し、コミュニティ組織と協働している 



浜松市市民協働を進めるための基本指針（案）

に対するご意見をお待ちしています！

１．「浜松市市民協働を進めるための基本指針」とは 

平成１４年２月に策定した「浜松市市民活動基本指針」を改訂し、多様な主

体が社会を支えることに関心を持ち、行動を起こすという、「多様な主体によ

るまちづくりの実現」に繋げていくためのものです。 

２．案の公表期間及び意見募集期間 

平成３１年２月１５日（金）～平成３１年３月２９日（金）

３．案の公表先 

市民協働・地域政策課、市政情報室、区役所、協働センター、中央図書館、

市民協働センター（中区中央一丁目）、パブコメ PR コーナー（市役所本館 1階

ロビー）にて配布

浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載

【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】

４．意見の提出方法 

意見書には、住所、氏名または団体名、電話番号を記入して、次のいずれか

の方法で提出してください。
（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ
ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。）

①直接持参
市民協働・地域政策課（市役所本館３階）まで書面

で提出

②郵便【はがき、封書】

（最終日の消印有効）

〒４３０－８６５２

浜松市中区元城町１０３－２

市民協働・地域政策課あて

③電子メール shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
④FＡＸ ０５３－４５７－２７５０（市民協働・地域政策課）

５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表

お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、平成３１年６

月に公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

６．問い合わせ先 

市民部 市民協働・地域政策課  TEL：０５３－４５７－２０９４

電子メール：shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例など

を策定するときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご

意見、ご要望などを聴きながら最終的な案を決定する手続

きのことをいいます。 

浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入して

います。 



下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください

●パブリック・コメント実施案件の概要

●浜松市市民協働を進めるための基本指針（案）        

    １ 基本指針の概要         ･･････ Ｐ ２～Ｐ ４

    ２ 都市の将来像          ･･････ Ｐ ５

    ３ 基本的な考え方         ･･････ Ｐ ６～Ｐ ９

４ 各主体の将来像         ･･････ Ｐ１０～Ｐ１２

５ 参考資料            ･･････ Ｐ１３～Ｐ３３

●意見提出様式（参考）



パブリック・コメント実施案件の概要 

案件名 浜松市市民協働を進めるための基本指針（案）

趣旨・目的 

平成 14 年 2 月に策定した「浜松市市民活動基本指針」を改訂し、

多様な主体が社会を支えることに関心を持ち、行動を起こすという、

「多様な主体によるまちづくりの実現」に繋げていくためのもので

す。 

策定（見直し）に 

至った背景・経緯 

浜松市市民活動基本指針は、「市民と行政との協働によるまちづく

り」を目的として、平成 14 年 2 月に策定されました。 

協働の姿は時代とともに変化し、市民と企業、NPO と自治会、NPO

と企業などの様々な協働の姿があり、こうした協働が期待されます。

附属機関である浜松市市民協働推進委員会から、平成 27 年に指針

改訂の提言を受けています。

立案した際の 

実施機関の考え方

及び論点 

指針は全面改訂とし、指針のあり方を「市民と行政との協働」から

「多様な主体による協働」に変更し、多様な主体によるまちづくりの

実現を目指すものとします。 

基本的な考え方として 3つの柱を定めて取組みの道筋を示します。

市民、市民活動団体、事業者、市という 4つの主体について将来像

を示します。 

案のポイント 

（見直し事項な

ど） 

基本的な考え方 

(1) 広げる － まちづくりへの関心を高める － 

(2) 深める － まちづくりの担い手として行動する － 

(3) 繋がる － 市民協働でまちづくりの主役になる － 

各主体の将来像 

(1) 市民 

子供から大人まで、全ての市民が浜松を創造し、地域や社会の

一翼を担う主体として自分にできる行動をしている 

(2) 市民活動団体 

困りごとを解決するためのリーダーとして、想いを持って多様

な主体と協働しながら、持続可能な活動を展開している 

(3) 事業者 

本業と地域や社会への貢献の両方を通じて企業価値を高め、 

社会に欠かせない存在として活躍している 

(4) 市

市民、市民活動団体、事業者を適切に支援し、多様な主体の 

マッチングを実現するコーディネーターとして機能している

関係法令・ 

上位計画など 

浜松市総合計画「浜松市未来ビジョン」 

浜松市市民協働推進条例

計画・条例等の 

策定スケジュール 

（予定） 

平成 31年 2 月～3月 案の公表、意見募集 

平成 31年 6 月 パブリックコメント結果及び市の考え方公表 

平成 31年 7 月 指針の施行





（案） 

浜松市市民協働を進めるための

基本指針 
－ 多様な主体によるまちづくりを実現するために －

  年  月 



浜松市では、浜松市未来ビジョンにおいて、「市民協働で築く『未来へかがや

く創造都市・浜松』」という都市の将来像を掲げています。浜松市市民協働推進

条例においては、市民、市民活動団体、事業者、市の 4 つの主体を挙げ、その

役割と責任を明らかにするとともに、市民協働を推進するために必要な措置を

定めています。 

こうした中で、平成 27 年に、学識経験者、知識経験者、市民活動団体関係者、

事業者、公募委員により構成される浜松市市民協働推進委員会（第 6 次）から

「浜松市市民活動基本指針」を社会情勢の変化を踏まえて見直すべきとの意見

が示されました。第7～第8次市民協働推進委員会では、各主体が未来において、

どのような姿であってほしいか、そのために何をする必要があるのか、議論を

重ねてきました。また、市民の意見を取り入れるため、平成 30 年 8 月にタウン・

ミーティングを実施しています。このような過程を経て、市民に分かりやすく

市民協働の未来を示すものとして指針を改訂し、この「浜松市 市民協働を進め

るための基本指針」としました。 

本指針では、「基本的な考え方」として、各主体が協働して取り組んでいく 3

つの柱を定めました。また、基本的な考え方によって実現していく各主体の将

来像を描いています。 

本指針が、それぞれの立場で市民協働について考え、一歩を踏み出すきっか

けになれば幸いです。

はじめに 
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（1）指針の目的 

前指針の目的

浜松市は平成 14 年に「浜松市市民活動基本指針」を策定しました。

戦後の高度経済成長の過程で、「まちづくりは行政が担うもの」という意識が、

市民・行政の双方にあり、多様化する市民ニーズに対して、行政サービスが肥

大化する傾向にありました。

一方で、阪神・淡路大震災（平成 7 年 1 月）を契機に、ボランティアや市民

活動の重要性が広く社会に認知され、多くの市民が意欲的にボランティア活動

に取り組むようになりました。

こうしたことから、市民と行政が良きパートナーとなり、行政主導のまちづ

くりから、市民と行政の協働によるまちづくりへの転換を図り、安心で暮らし

やすいまちづくり、真に豊かな地域づくりを目指すため、指針を策定しました。

前指針を受けて 

前指針は、市民と行政がそれぞれの特性を生かして、「協働によるまちづくり」

を進めていくための市民と行政の連携や、市が行う必要がある環境整備を示す

ものでした。

現在、「まちづくりは行政が担うもの」という意識は残っていますが、浜松市

では、平成 15 年に浜松市市民協働推進条例を制定し、市民協働の基本理念を示

し、市民協働を推進するための必要な措置を定め、多様な主体による地域社会

を築くことを目標としました。指定管理者制度導入などにより、市民活動団体

などがまちづくりに関わる機会を提供し、附属機関の委員公募やパブリック・

コメントの導入、広聴会の開催などにより、市民が市政に参画する機会を増や

しています。

また、浜松市市民協働推進条例の中には、市民協働の推進に関する事項を調

査審議するための附属機関として市民協働推進委員会を設置すること、市民活

動を育て、互いに支え合う地域社会を醸成するために市民協働推進基金を設置

することなどが規定されました。

1 基本指針の概要 
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平成 22 年には市民協働センターを開設し、市民協働を推進するための拠点と

しています。 

平成 24 年には特定非営利活動促進法が改正され、浜松市は所轄庁として NPO

法人の手続きを所管しています。

さらには、市民の身近な施設で協働による地域づくりを推進するため、平成

24 年に当時の地域自治センターを協働センターに再編するとともに、平成 25 年

には公民館に地域づくりの機能を新たに付加し、協働センターへと移行しまし

た。また、協働センターや区役所にコミュニティ担当職員を配置し、地域活動

やコミュニティづくりの相談対応、支援などを通じて、協働によるまちづくり

を推進しています。 

見直しの背景 

平成 14 年に指針が制定されてから 15 年以上が経過し、社会は大きく変化し

ています。浜松市は平成 17 年に 12 市町村が合併し、中山間地域などの豊かな

自然環境を持つ地域と都市部が共存する都市となり、平成 19 年度には政令指定

都市に移行しました。

また、人口減少・高齢化の加速は、新たな社会的課題となり、市民活動の担

い手の高齢化や、慢性的な担い手不足といった状況を生んでいます。一方で、

行政が関わらない協働の形が、様々な場面で見られるようになっています。

市民協働の主体の状況も変化しています。平成 30 年 7 月に浜松市が実施した

広聴モニターアンケートによると、市民のコミュニティ活動やボランティア活

動への興味・関心が高いことがわかり、将来の担い手となり得る潜在的な人材

が多いと考えられます。自治会は、市の行政運営における協働の最大のパート

ナーとして、行政連絡文書の配布や防犯灯の設置、環境美化活動など、公共性、

公益性のある活動を行っています。NPO 法人は、特定非営利活動促進法の施行（平

成 10 年 12 月）から 20 年で数を増やし社会的認知が進みました。事業者は、CSR

（企業の社会的責任）に配慮した活動や CSV（共通価値の創造）に取り組んでい

ます。市は、民間活力の導入により事業者等と連携し、資金、資産、ノウハウ

を活用した公共サービスの提供や施設整備を進めています。 

こうした中で、「協働によるまちづくり」を効果的に進めるため、新たな担い

手の発見、現在の担い手の規模拡大、多様な主体がその特徴を活かして連携し

取り組むことが求められており、その方向性を示す必要があります。
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本指針の目的  － 多様な主体によるまちづくりの実現のために － 

本指針は、現在の社会情勢や今後の動向を踏まえ、市民協働の未来を示すも

のです。

担い手を増やし、多様な主体が相互理解を深めることで、連携が多様化、活

発化すると考え、各主体の特徴や役割、責任を示します。

これにより、多様な主体が社会を支えることに関心を持ち、行動を起こすと

いう、多様な主体によるまちづくりの実現に繋げていきます。 

（2）まちづくり・市民協働とは

「まちづくり」とは 

本指針では、「まちづくり」を次のように定義します。 

地域内の多様な主体が連携・協力して（ときには外部の協力を得て）、地域の

中にある様々な資源を活用しながら、まちの活力や魅力、そこに住む住民の生

活の質の向上に資する様々な活動（防災・防犯・交通安全・福祉・子育て・教

育・環境・緑化・就労・観光・にぎわい創出など）を行うことである。

「市民協働」とは 

浜松市市民協働推進条例では、「市民協働」を次のように定義しています。

市民、市民活動団体、事業者及び市が、互いの相違を認識し、市民が望むま

ちづくりを目指して、多角的及び多元的に取り組むことをいう。

「市民協働によるまちづくり」とは 

以上から、「市民協働によるまちづくり」を次のように表します。 

豊かな特性を持った市民、市民活動団体、事業者及び市の各主体が、互いを

理解し、信頼し、想いを共有し、対等な立場で手を取り合いながら、市民一人

ひとりが幸せに暮らせる浜松市にするために主体的に取り組んでいくことであ

る。 
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 平成 26 年 12 月に策定した浜松市未来ビジョンでは、1 世代（＝30 年）先を

未来の理想の姿として、都市の将来像を定めています。 

私たちは、長期的な展望に立って、課題を認識した上で、希望に満ちた未来

を創造します。 

 都市の将来像

市民協働で築く 

『未来へかがやく創造都市・浜松』 

－ 小さな歯車が重なって大きな‘こと’を動かす【市民協働】 － 

浜松を創造する人財は、老若男女すべての市民です。日々の生活を送る上で、

対等な立場で支え合い、市民主体によるまちづくりを進めています。また、企

業は、地域社会における責任を理解し、社会貢献活動に取り組み、NPO 法人を

はじめとした市民活動団体も、経済的に自立して活動しています。こうした多

様な市民協働の担い手は、お互いに顔を合わせ、時には活発な意見交換を行い、

時には笑い合いながら信頼関係を強めています。 

（浜松市未来ビジョンより） 

2 都市の将来像 
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私たちは、浜松市未来ビジョンが掲げる都市の将来像を実現するために、基

本的な考え方として 3つの柱を定めます。 

私たちは、この 3 つの柱に基づき、豊かで活力ある多様な主体による地域社

会を築くため、協力連携していきます。 

（1）広げる 

－ まちづくりへの関心を高める － 

（2）深める 

－ まちづくりの担い手として行動する － 

（3）繋がる 

－ 市民協働でまちづくりの主役になる － 

本指針では、市民、市民活動団体、事業者、市の全ての主体を指して「私た

ち」とします。 

3 基本的な考え方 

※ 円の重なりは、各主体が協働

していく姿を示すものです事業者

市

私たち

市民

市民活動
団体
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（1）広げる 

- まちづくりへの関心を高める - 

私たちは、潜在的なまちづくりの担い手が行動を起こすようにしていくため

に、市民協働の意識を“広げる”ことを目指します。 

多様な市民・団体が存在する浜松市では、まちづくりに携わっていなくとも、

将来その担い手となり得る潜在的な人材が豊富です。そこで、私たちは、潜在

的な担い手のまちづくりへの関心を高め、世代や事情に応じて、多彩な形でま

ちづくりに参加できる仕組みを整えることで、市民協働の意識を広げていきま

す。

まちづくりに関わっていく意識を育てます 

私たちは、潜在的な担い手に向けて、自らの活動の意義や解決を目指す社会

的課題をわかりやすく情報提供し、想いの共有に繋げていきます。潜在的な担

い手が、自らがまちづくりに関わることで、課題の解決に貢献し、より良い社

会に繋がるというイメージを持てるように働きかけ、自分たちのまちを自分た

ちでつくるという当事者意識を育てていきます。 

まちづくりに参加しやすい仕組みを整えます

私たちは、潜在的な担い手が活動への関わりを身近に感じられるように、活

動への多様な関わり方を積極的に発信します。ボランティア参加や寄附等を 

きっかけとして活動への関心を高め、誰もがまちづくりに参加しやすい環境を

つくります。 

また、適応性、専門性の高い人材を育成するとともに、まちづくりに関わる

活動が、働き手にとって魅力ある就労先となる環境をつくります。
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（2）深める 

- まちづくりの担い手として行動する - 

私たちは、まちづくりの担い手としての当事者意識や活動を“深める”こと

を目指します。協働してまちづくりに取り組むときに、相手や社会から信頼さ

れる存在であることが大切です。そのために、意識の面でも行動の面でも、自

立した責任ある活動をしていきます。 

誰からも信頼される存在になります 

私たちは、それぞれの役割と責務を理解し、対等性、自主性、主体性を尊重

し、公正性や透明性を確保しながら活動します。また、協働相手や協力者等の

関係者と情報を共有します。社会における役割を理解し、社会に対して正しく、

かつわかりやすく情報発信することで社会における信頼性を高めます。 

こうした取り組みにより、私たちは、誰からも信頼される存在になります。 

自立した活動を展開します 

私たちは、社会的課題や地域的課題を解決するため、新しい仕組みや手法を

生み出す環境づくりを進め、社会における新しい価値を創造し、人々の幸せな

暮らしのために必要な活動に取り組みます。 

持続可能な活動をしていくために、自らの活動の社会的価値を追求し、自分

たちの考えや取り組みを提案しながら、人材や活動資金を確保し活動します。 
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（3）繋がる 

－ 市民協働でまちづくりの主役になる － 

私たちは、協働によって効果的なまちづくりを進めるため、各主体が“繋が

る”ことを目指します。 

「小さな歯車が重なって大きな‘こと’を動かす」ために、お互いを補い、

支え合うことに加え、明確な目標を共有し、良好な信頼関係を築きながら協働

します。 

相互支援機能を高めます 

私たちは、まちづくりを進めるにあたり、相互に支援し合う機能を高めます。 

活動を通じて得たノウハウや情報を適切に共有し合い、お互いの強みを活か

した支援をしていきます。さらに、活動の質を高めていくために、人材面や資

金面で支援し合います。 

様々な世代の人たちがまちづくりに関わり、世代を超えて想いを共有し、支

え合います。 

市民協働によって、まちづくりの主役になります

私たちは、多様で質の高い協働により、まちづくりの主役になります。 

繋がる場をそれぞれが工夫しつくることで、多様な協働を生み出します。ま

た、良好な信頼関係と情報共有により、高い創造性を持つ質の高い協働を生み

出します。 

お互いが繋がることで市民協働を実践し、積極的に社会的課題の解決に取り

組むことにより、まちづくりの主役になります。 
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（1）市民 当事者意識を持って地域や社会をつくる

子供から大人まで、全ての市民が浜松を創造し、地域や社会の 

一翼を担う主体として自分にできる行動をしている 

子供たちが、家庭、地域、企業、学校の連携した支援を受けて、社会貢献の

意欲を高めている 

若い世代が、市民活動の意義や知恵を地域の先輩から受け継いでいる 

いくつになっても、ボランティア活動などの社会貢献活動に携わり、いきい

きと活動している 

よりよいまちづくりを行うために、自分の意見を述べ、提案する力を持って

いる 

（2）市民活動団体 高い信頼性を持ち市民協働をリードする

困りごとを解決するためのリーダーとして、想いを持って 

多様な主体と協働しながら、持続可能な活動を展開している 

誠実に説明責任を果たし、高い信頼性のもと市民参画の場をつくっている 

中間支援組織の充実により、市民活動団体を育てる体制が実現している 

地域コミュニティ活動を通して、地域の活性化が図られている 

様々な個人・団体から人材や資金を獲得しながら、自立して活動している 

4 各主体の将来像 
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（3）事業者 事業活動と社会貢献で社会にアプローチする

本業と地域や社会への貢献の両方を通じて企業価値を高め、 

社会に欠かせない存在として活躍している

事業活動が発展的に展開されており、安定した雇用を通じて地域や社会に貢

献している 

地域や社会における課題や責任を理解し、持続可能なまちづくりに取り組ん

でいる 

市民や市民活動団体が行う多様な活動に共感し、それぞれに合った手法（地

域のプロジェクトへの参加や寄附等）で協働している 

従業員が地域貢献やボランティア活動に携わり、やりがいや充実感を感じな

がら働いている 

（4）市 多様な主体が市民協働に参画する環境を整える

市民、市民活動団体、事業者を適切に支援し、多様な主体の 

マッチングを実現するコーディネーターとして機能している 

きめ細かな情報を提供し、多様な主体と開かれた自由な議論ができている 

多様な主体が十分に活用できる協働するための場を提供している 

適応性と専門性の高い職員により、多様な主体を把握し、その活動や意向を

尊重しながら、協働を推進している 

協働センター等を拠点として、コミュニティ担当職員が積極的にコミュニ 

ティ組織を支援し、コミュニティ組織と協働している 
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（５）概要図 
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（1）現状分析（各主体の状況） 

浜松市市民協働推進条例では、まちづくりの主体として、市民、市民活動団

体、事業者、市の 4 つを規定しています。これらの主体は完全に独立している

のではなく、重なり合ったり、個人が複数の立場で活動したりしています。 

市民協働により、多様な主体によるまちづくりを進めるために、浜松市市民

協働推進委員会で議論を重ね、各主体の状況、強みや弱みについて考えました。 

市民 

5 参考資料 

社会を構成する最小単位の存在である 

公共サービスの受益者である一方、まちづくりに関わることで、 

公共サービスの提供者にもなる 

自己実現や生きがいの場づくりの価値が増大している 

プロボノや副業が注目されている 

潜在的なまちづくりの担い手としての期待が高い 

多様な個性、興味、能力を持つ  ◆ フットワークが軽い

社会的課題を発見しやすい    ◆ 発想力が豊かである

個人の状況に応じた活動ができる ◆ 年齢層が幅広い

仲間と集団をつくることができる ◆ やらまいか精神を持つ

自分の知識や経験を活かして行動できる

個人での能力に限界がある 

社会的活動への参加方法がわからない 

情報発信や社会に訴える行動力が乏しい 

活動資金の確保が困難で、活動の活発化や継続につながらない 

活動時間が確保しにくく、モチベーションが維持できない 

信頼性を得ることが難しい 

定義 浜松市に関わる個人 

状況

強み

弱み
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市民活動団体

市民活動を行うことを主たる目的とする団体であって継続性を持つ 

※事業型市民活動団体を含む 

様々な種類の団体が存在 

地縁（ちえん）団体 

地域に根ざした活動を行う団体（自治会等） 

東日本大震災等で地域コミュニティの重要性が再認識される 

公共サービスの担い手として活動している 

志縁（しえん）団体 

社会的なテーマ性により活動する団体（NPO 法人、社団法人等） 

NPO 法人の解散や認証取消の増加

NPO 法人の事業規模の増加 ・一般社団（財団）法人の増加

社会への高い関心と専門性を持つ 

公平性に囚われない柔軟なサービスを提供できる 

社会をイノベーションする可能性を持つ 

団体での行動力を持つ ◆ 実践に基づく知識やノウハウを持つ 

見えにくい社会的課題を発見し取り組む 

地縁団体 

地域住民が活動に関わりやすい ◆ 幅広い年齢層で構成される 

自治会は地域内にネットワークを持ち、市民の加入率が高い 

志縁団体 

同じテーマを持って活動する他の団体と繋がりやすい 

慈善活動のイメージが払しょくできていない 

地縁団体 

活動が固定化しやすい 

地域住民の価値観や生活環境の多様化による、新しい社会的課題

への対応が求められる 

志縁団体 

市民を巻き込む力が不足している ◆ 資金の確保が難しい 

働き手や担い手の確保が進まない ◆ 市民との接点が少ない 

資金や責任における自立が進まない団体がいる 

特に法人格のない団体において、信頼性を得ることが難しい 

社会的価値の創造への関心が減少している 

弱み

強み

状況

定義
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事業者 

定義 主として営利を目的とする事業を行う（法人又は個人事業主）

消費者に商品やサービスを提供している 

労働者を雇用し給料を払い、社会を循環させている 

株主・顧客・消費者・従業員・取引先・行政機関・地域や社会な

ど、様々なステークホルダー（利害関係者）と対話しながら活動

している 

市民活動団体と共に社会的課題の解決に取り組んだり、ソーシャ

ルビジネスを展開したりする事業者も存在する 

従業員のワーク・ライフ・バランスに配慮した経営が進んでいる 

資金と人材を保有し、活動のスケール力がある 

経営に関する専門性が高く、ビジネスのノウハウを保有している 

関係機関とのネットワークを保有している 

市場を利用して社会をイノベーションする可能性を持つ 

常に社会からの要求への対応が求められる 

従業員や株主への CSR活動の意義の共有が進みにくい 

まちづくりへの関わり方のノウハウがない事業者も存在する 

社会的課題の解決に対する意識の向上が進みにくい 

状況

強み

弱み
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市 

住民の福祉の推進を図るために、様々な行政サービスを提供する 

議会を通して市民の付託を受けることで、業務に正当性を持つ 

対価性のない分野への対応や人権保護について役割を担っている 

市民協働センターの事業等により、多様な主体への支援や多様な

主体との協働をしている 

協働センター等において、コミュニティ組織への支援やコミュニ

ティ組織との協働をしている 

協働に関わる多様な主体が連携し、協働による質の高い市民サー

ビスの提供を進めている 

公平性、平等性を持ち、信頼性が高い 

幅広いネットワークや多くの情報を保有している 

資金、施設、人材を保有している 

市民への情報発信力を持つ 

社会的課題を制度化できる 

公平性を重視するため、個別のニーズに柔軟に対応しにくい 

制度化までに一定の期間を要する 

担当部署を超えた連携が不十分である 

市の強みを最大限活かしきれていない 

定義 地方公共団体としての浜松市を指す 

状況

強み

弱み
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（2）タウン・ミーティングの実施 

指針改訂にあたり、広く市民から意見を聞くため、タウン・ミーティングを 

開催しました。タウン・ミーティングの場でいただいたご意見を指針に反映し

ています。 

○ 開催日時 平成 30 年 8 月 4 日（土）14：00～16：00 

○ 開催場所 浜北区役所 3 階 第 2 会議室 

○ 参加人数 36 名 
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（3）広聴モニターアンケートの実施 

平成 30 年 7 月に広聴モニターアンケートとして、市内の広聴モニターを対象

に「協働によるまちづくり」に関するアンケートを行いました。この結果は、

指針改訂にあたり参考資料としています。 

協働によるまちづくりについて 

■回答者の居住区 （Ｎ＝218）
アンケート実施概要
（１）地域 浜松市内
（２）対象 広聴モニター244人
（３）方法 質問紙郵送法及びインターネット回答
（４）期間 平成30年7月10日～7月24日

回収状況、有効回収率 218人（89.3％）

居
住
区

人数 割合

中区 61人 28.0% 

東区 35人 16.1% 

西区 27人 12.4% 

南区 32人 14.7% 

北区 25人 11.5%

浜北区 20人 9.2% 

天竜区 18人 8.3% 

■回答者の世代 （Ｎ＝218）

世代 年齢 人数 割合

若者 18歳～34歳 64人 29.4% 

子育て 35歳～49歳 66人 30.3% 

中高年 50歳～64歳 48人 22.0% 

高齢者 65歳～79歳 40人 18.3% 

■回答者の性別 （Ｎ＝218）

男性
46.8%

女性
53.2%

性別 人数 割合

男性 102人 46.8% 

女性 116人 53.2% 

中区
28.0%

東区
16.1%

西区
12.4%

南区
14.7%

北区
11.5%

浜北区
9.2%

天竜区
8.3%

若者
29.4%

子育て
30.3%

中高年
22.0%

高齢者
18.3%

※比率はすべて百分率（パーセント）で表し、少数点以下
第2位を四捨五入しています。このため、比率の合計が
100％にならない場合があります。

31.1 

31.4 

29.6 

28.1 

32.0 

25.0 

22.2 

31.1 

25.7 

29.6 

28.1 

36.0 

40.0 

22.2 

21.3 

20.0 

25.9 

25.0 

16.0 

15.0 

33.3 

16.4 

22.9 

14.8 

18.8 

16.0 

20.0 

22.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中区

東区

西区

南区

北区

浜北区

天竜区

若者 子育て 中高年 高齢者

■行政区別の世代構成比 （Ｎ＝218）
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問１ あなたは、自治会（町内会）や消防団、ＰＴＡなど地域のコミュニティ

活動やＮＰＯなどが運営するボランティア活動、自発的な社会貢献活動

（公共の場の清掃や子供・高齢者の見守りなど）といった、社会のため

にする活動に興味・関心がありますか。あてはまるものを１つだけ選ん

でください。 

1. 興味・関心がある 

2. やや興味・関心がある 

3. あまり興味・関心がない 

4. 興味・関心がない 

■問１ 社会貢献活動※への興味・関心 （Ｎ＝218）

※ 社会貢献活動：コミュニティ活動、ボランティア活動など

社会貢献活動への興味・関心については、約6割が『興味・関心がある』（「興味・関心がある」と「やや興味・関心があ

る」の合計）と回答しています。

世代別にみると、若者・子育てでは約5割が、中高年では約8割が、高齢者では約7割が『興味・関心がある』と回答し

ています。

興味・関心

がある
13.3%

やや興味・

関心がある
45.0%

興味・関心

がない
8.7%

無回答
1.4%

あまり興味・
関心がない

31.7%

4.7 

16.7 

12.5 

22.5 

43.8 

30.3 

62.5 

50.0 

35.9 

39.4 

22.9 

22.5 

15.6 

12.1 

2.5 

1.5 

2.1 

2.5 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

若者

子育て

中高年

高齢者

興味・関心が

ある

やや興味・関心が

ある

あまり興味・

関心がない

興味・関心がない

無回答
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問２ 問１で「１ 興味・関心がある」「２ やや興味・関心がある」と回答さ

れた方にお聞きします。そう思った理由はなんですか。あてはまるもの

をすべて選んでください。 

1. 社会が成り立つ上で不可欠なことだと思うから 

2. 行政だけでは、市民が必要とするサービスを提供できないと思うから 

3. 自分の能力や経験を社会のために活かすことができるから 

4. 活動によって、自分自身が充実感を得られるから 

5. 人との交流が広がるから 

6. 地域等での付き合いとして必要だから 

7. その他 

■問２ 社会貢献活動に興味・関心がある理由 （Ｎ＝127 複数回答）

（問１で「１ 興味・関心がある」「２ やや興味・関心がある」と回答をした方）

社会貢献活動に興味・関心がある理由につ

いては、「社会が成り立つ上で不可欠」が約7

割と最も多い回答となっています。

世代別にみても、全ての世代で「社会が成り

立つ上で不可欠」が最も多い回答となってい

ます。

66.9%

37.8%

25.2%

16.5%

43.3%

51.2%

1.6%

0.8%

社会が成り立つ上で不可欠

行政だけではサービスを提供できない

自分の能力などを社会のために活かす

自分自身が充実感を得られる

人との交流が広がる

地域等での付き合いとして必要

その他

無回答

（％） 若者 子育て 中高年 高齢者

社会が成り立つ上で不可欠 58.1 71.0 66.7 72.4 
行政だけではサービスを提供できない 25.8 32.3 44.4 48.3 
自分の能力などを社会のために活かす 35.5 19.4 22.2 24.1 
自分自身が充実感を得られる 19.4 12.9 11.1 24.1 

人との交流が広がる 51.6 41.9 33.3 48.3 

地域等での付き合いとして必要 29.0 48.4 63.9 62.1 

その他 - - 2.8 3.4 

無回答 - - 2.8 -
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問３ 問１で「３ あまり興味・関心がない」「４ 興味・関心がない」と回答

された方にお聞きします。そう思った理由はなんですか。あてはまるも

のをすべて選んでください。 

1. 社会に必要なことだとは思わないから 

2. 行政や自治会、ＮＰＯなどの団体がやればよいと思うから 

3. 活動しても、自分の利益にならないと思うから 

4. 他人と付き合いたくないから 

5. 趣味や余暇など自分の時間を優先させたいから 

6. 活動しても、市民はそれに見合う報酬をもらえないから 

7. その他 

社会貢献活動に興味・関心がない理由について

は、「自分の時間を優先させたい」が約6割と最も

多い回答となっています。

世代別にみると、若者・子育て・中高年では「自分

の時間を優先させたい」、高齢者では「その他」が

最も多い回答となっています。

■問３ 社会貢献活動に興味・関心がない理由 （Ｎ＝88 複数回答）

（問１で「３ あまり興味・関心がない」「４ 興味・関心がない」と回答をした方）

2.3%

21.6%

6.8%

12.5%

58.0%

12.5%

18.2%

2.3%

社会に必要なことだと思わない

行政や自治会などの団体がやればよい

自分の利益にならないと思う

他人と付き合いたくない

自分の時間を優先させたい

それに見合う報酬をもらえない

その他

無回答

■その他意見

・子供が小さいため

・時間がない（時間に余裕がない）

・高齢のため（自分・家族）

・出席できない場合、迷惑になると思うから
（％） 若者 子育て 中高年 高齢者

社会に必要なことだと思わない 6.1 - - -

行政や自治会などの団体がやればよい 21.2 20.6 18.2 30.0 

自分の利益にならないと思う 9.1 8.8 - -

他人と付き合いたくない 9.1 11.8 36.4 -

自分の時間を優先させたい 63.6 64.7 45.5 30.0 

それに見合う報酬をもらえない 18.2 14.7 - -

その他 3.0 20.6 36.4 40.0 

無回答 3.0 2.9 - -
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問４ あなたは、どのくらいの頻度で、自治会（町内会）や消防団、ＰＴＡな

ど地域のコミュニティ活動に参加していますか。最もあてはまるものを

１つだけ選んでください。 

1. ほぼ毎日 

2. 週に１回程度 

3. 月に１回程度 

4. ２～３カ月に１回程度 

5. 年に１～２回程度 

6. 参加していない 

■問４ 地域コミュニティ活動※に参加する頻度 （Ｎ＝218）

※ 地域コミュニティ活動：自治会（町内会）や消防団、PTAなどが運営する活動

地域コミュニティ活動に参加する頻度については、約6割が『参加する』（「ほぼ毎日」と「週に1回程度」と「月に1回程度」と「2

～3ヶ月に1回程度」と「年に1～2回程度」の合計）と回答しています。

世代別にみると、中高年・高齢者の約7割、子育ての約6割、若者の約4割が『参加する』と回答しています。

興味・関心度別にみると、興味・関心の度合いが高いほど『参加する』と回答する割合が高くなっています。

ほぼ毎日
0.0%

週に１回

程度
3.2%

月に1回
程度

10.6%

2～3ヶ月に
1回程度

15.6%

無回答
1.4%

参加していない
41.7%

年に1～2回程度
27.5%

1.6 

4.5 

4.2 

2.5 

10.3 

4.1 

7.8 

9.1 

12.5 

15.0 

24.1 

9.2 

8.7 

5.3 

3.1 
28.8 

16.7 

12.5 

20.7 

18.4 

14.5 

25.0 

13.6 

39.6 

40.0 

34.5 

30.6 

27.5 

5.3 

60.9 

43.9 

25.0 

27.5 

10.3 

37.8 

47.8 

89.5 

1.6 

2.1 

2.5 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若者

子育て

中高年

高齢者

興味・関心がある

やや興味・関心が

ある

あまり興味・関心が

ない

興味・関心がない

ほぼ毎日

週に1回程度

月に1回程度

2～3ヶ月に

1回程度

年に1～2回

程度

参加していない

無回答
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問５ 問４で「６ 参加していない」以外の回答をされた方にお聞きします。

どこでそれらの活動を行いましたか。あてはまるものをすべて選んでく

ださい。 

1. 自治会・町内会 

2. 自治会・町内会以外の地域団体 

3. 消防団 

4. ＰＴＡ 

5. その他 

行った地域コミュニティ活動については、「自治会・町内会」が約7割と最も多い回答

となっています。

世代別にみても、全ての世代で「自治会・町内会」が最も多い回答となっています。

■問５ 行った地域コミュニティ活動 （Ｎ＝124 複数回答）

（問４で「６ 参加していない」以外の回答をした方）

■その他意見

・子供会 ・市委託事業

・協働センター事業 ・勤務先

・浜松市子ども会連合会

73.4%

7.3%

7.3%

10.5%

3.2%

12.1%

自治会・町内会

自治会・町内会以外の

地域団体

消防団

PTA

その他

無回答

（％）
若者 子育て 中高年 高齢者

自治会・町内会 58.3 70.3 82.9 78.6 

自治会・町内会以外の
地域団体

12.5 5.4 2.9 10.7 

消防団 8.3 13.5 5.7 -

PTA 4.2 21.6 8.6 3.6 

その他 8.3 5.4 - -

無回答 12.5 13.5 8.6 14.3 
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問６ 問４で「６ 参加していない」と回答された方にお聞きします。その理

由は何ですか。あてはまるものをすべて選んでください。 

1. 参加する時間がないから 

2. 参加の方法が分からない、または活動に関する情報が得られないから 

3. 職場や家族の理解が得られないから 

4. 自治会などのコミュニティ組織になじみがないから 

5. 興味・関心がないから 

6. 行政がやるべきことだと思うから 

7. 家族が参加しているから 

8. その他 

■問６ 地域コミュニティ活動に参加しない理由 （Ｎ＝91 複数回答）

（問４で「６ 参加していない」と回答をした方）

地域コミュニティ活動に参加しない理由については、約4割が「時間がな

い」・「コミュニティ組織になじみがない」と回答しています。

世代別にみると、若者・中高年では「時間がない」・「コミュニティ組織にな

じみがない」、子育てでは「時間がない」、高齢者では「家族が参加してい

る」・「その他」が最も多い回答となっています。

38.5%

27.5%

5.5%

35.2%

18.7%

5.5%

27.5%

8.8%

2.2%

時間がない

参加方法が分からない

職場や家族の理解が

得られない

コミュニティ組織に

なじみがない

興味・関心がない

行政がやるべきこと

だと思う

家族が参加している

その他

無回答

■その他意見

・体調不良のため

・高齢のため

・他人と付き合うのが苦手だから

・当番ではないため

（％）
若者 子育て 中高年 高齢者

時間がない 35.9 48.3 50.0 9.1 

参加方法が分からない 33.3 27.6 16.7 18.2 

職場や家族の理解が
得られない

5.1 6.9 8.3 -

コミュニティ組織に
なじみがない

35.9 34.5 50.0 18.2 

興味・関心がない 23.1 13.8 16.7 18.2 

行政がやるべきこと
だと思う

2.6 3.4 16.7 9.1 

家族が参加している 23.1 34.5 16.7 36.4 

その他 2.6 6.9 8.3 36.4 

無回答 5.1 - - -
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問７ あなたは、どのくらいの頻度で、ＮＰＯなどが運営するボランティア活

動（自治会や消防団、ＰＴＡ活動などは除く）へ参加したり、自発的に

社会貢献活動（公共の場の清掃や子供・高齢者の見守りなど）を実施し

たりしていますか。最もあてはまるものを１つだけ選んでください。 

1. ほぼ毎日 

2. 週に１回程度 

3. 月に１回程度 

4. ２～３カ月に１回程度 

5. 年に１～２回程度 

6. 参加（実施）していない 

ボランティア活動や自発的な地域貢献活動の頻度については、約8割が「参加（実施）していない」と最も多く回答していま

す。

世代別にみると、若者・子育て・中高年の約9割、高齢者の約7割が「参加（実施）していない」と回答しています。

■問７ ボランティア活動※や自発的な地域貢献活動の頻度 （Ｎ＝218）

※ ボランティア活動：NPOなどが運営する活動（自治会や消防団、PTA活動などは除く）

ほぼ毎日
0.0%

週に1回
程度
1.4%

月に1回
程度
1.8%

2～3ヶ月に
1回程度

1.8%

年に1～2
回程度

7.8%

無回答
2.8%

参加（実施）
していない

84.4% 7.5 

3.0 

5.0 

3.1 

2.1 

2.5 

7.8 

7.6 

2.1 

15.0 

87.5 

87.9 

91.7 

65.0 

1.6 

1.5 

4.2 

5.0 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

若者

子育て

中高年

高齢者

ほぼ毎日

週に1回程度

月に1回程度

2～3ヶ月に

1回程度

年に1～2回

程度

参加（実施）

していない

無回答
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問８ 問７で「６ 参加（実施）していない」以外の回答をされた方にお聞き

します。どこでそれらの活動を行いましたか。あてはまるものをすべて

選んでください。 

1. ＮＰＯ法人 

2. ＮＰＯ法人以外のボランティア団体 

3. 個人で活動している 

4. その他 

■問８ 行ったボランティア活動や地域貢献活動 （Ｎ＝28 複数回答）

（問７で「６ 参加（実施）していない」以外の回答をした方）

行ったボランティア活動や地域貢献活動について

は、「NPO法人以外のボランティア団体」が最も多

い回答となっています。

■その他意見

・趣味の音楽グループでケアハウスなどに行っている

・2ヶ月に1回、福祉施設でヘアカットをしている

・地域の敬老会など

・勤務先

・団地

17.9%

35.7%

7.1%

17.9%

21.4%

NPO法人

NPO法人以外の

ボランティア団体

個人で活動している

その他

無回答
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問９ 問７で「６ 参加（実施）していない」と回答された方にお聞きします。

その理由は何ですか。あてはまるものをすべて選んでください。 

1. 参加（実施）する時間がないから 

2. 参加（実施）の方法が分からない、または活動に関する情報が得られ

ないから 

3. 職場や家族の理解が得られないから 

4. ＮＰＯ法人などの市民活動団体になじみがないから 

5. 興味・関心がないから 

6. 行政がやるべきことだと思うから 

7. その他 

ボランティア活動や自発的な地域貢献活動に参加しない理由につい

ては、「時間がない」が約5割と最も多い回答となっています。

世代別にみると、若者・子育てでは「時間がない」、中高年では「活動

団体になじみがない」、高齢者では「その他」が最も多い回答となって

います。

■問９ ボランティア活動や自発的な地域貢献活動に参加しない理由 （Ｎ＝184 複数回答）

（問７で「６ 参加（実施）していない」と回答をした方）

■その他意見

・年齢的に難しいから（高齢）

・小さい子供がいて、邪魔になると思うから

・体調不良のため

・車を運転しないため、活動に制約があるから

・活動の内容がわからない

48.9%

38.6%

2.2%

40.8%

20.7%

6.0%

8.2%

2.2%

時間がない

参加（実施）方法が

分からない

職場や家族の理解が

得られない

活動団体になじみがない

興味・関心がない

行政がやるべきこと

だと思う

その他

無回答

（％）
若者 子育て 中高年 高齢者

時間がない 53.6 56.9 50.0 19.2 

参加（実施）方法が
分からない

41.1 34.5 45.5 30.8 

職場や家族の理解が
得られない

1.8 5.2 - -

活動団体になじみがない 33.9 36.2 59.1 34.6 

興味・関心がない 30.4 20.7 15.9 7.7 

行政がやるべきこと
だと思う

5.4 3.4 9.1 7.7 

その他 1.8 5.2 2.3 38.5 

無回答 3.6 1.7 - 3.8 
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（4）NPO法人へのアンケートの実施 

平成 30 年 3 月に浜松市と静岡県西部 NPO 法人会が協働して、浜松市内の NPO

法人（249 法人）を対象にアンケートを実施しました。107 法人（42.9%）から

回答があり、静岡県西部 NPO 法人会が集計し、公開されている NPO 法人の財務

書類の情報とともに分析を行いました。この結果は、浜松市市民協働推進委員

会やタウン・ミーティングで発表し、指針改訂にあたり参考資料としています。 

１ 法人の概要について（団体設立年、役員数（理事・監事）、活動分野等） 

社会の変化と設立団体数について 

浜松市を拠点にこれまで 309 の NPO 法人が設立されたが、2018 年 4 月末現在 NPO 法

人数は 249 である。設立法人数は、2006 年から 2008 年度にかけて増えており、障害の

ある本人やその家族、支援者たちが強い思いで作り上げてきた小規模授産所が法人化を

進め、障害者自立支援法という新体系に移行したことの影響が大きかったと考えられる。

一転して 2008 年から設立法人数は減少傾向にある。公益法人制度の改正をきっかけに

して、取得する法人格を一般社団法人等にする団体が増えたことが理由として考えられ

る。

指定管理制度創設

障がい者自立支援法施行

公益法人制度改革

寄付税制の改正、所轄庁
変更、東日本大震災

0

5

10

15

20

25

30

社会の変化と増減する設立団体数

介護保険法施行

■ 回答団体数 107
■ 現NPO法人数 249
■ 設立法人数 309

0 5 10 15 20 25

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

11人

12人

13人

14人

15人

16人

17人

18人

19人

20人

21人

22人

23人

他

記入なし

役員数（理事3人、監事1人以上）



29 

２ 法人の運営や活動内容について（主に活動を担う者、年間の事業費、活動

の主な原資、運営面での課題） 

NPO 法人が行っている事業の規模

浜松市の NPO 法人数は 2018 年 4 月現在で 249 である（2017 年 3 月末現在では 251）。

そのうち内閣府の NPO ポータルサイトに掲載済の 206 団体の 2016 年度会計報告書から

分析を行った。 

経常費用額の合計は 36.5 億に達した。2010 年度の結果（23.9 億円、131団体）と比

較したところ、単純に増加した団体数の割合からは、事業規模は 45.5 億円ほどが見込

まれるはずだが、そこまで伸びていない。事業費規模100万未満から1億以上で分類し、

法人数の割合をみたが、大きな変化はない。

中区の法人数が、

人口規模からして

も一番多い。1万人

当たりで見ると、人

口が減少し続けて

いる天竜区が最も

多くなっている。 

ただし、天竜区で

は、2015 年夏以降、

新規 NPO 法人は設

立されていない。 

115

24

34
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13

28
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120

区別NPO法人数（2015.8月）

4.8

1.8

3.0
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1.3

9.0

4.5

0.0
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4.0

6.0

8.0

10.0

人口比率で見た法人数（2015.8月）

※1万人あたり

100万未満 37%

100万～500万

未満 20%
500万～1,000万

未満 9%

1,000万～

5,000万未満 24%

5,000万～

1億未満 5%

1億以上 5%

年間の事業費（経常費用）

2010年度
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2008年度 2009年度 2010年度 2016年度

億

収支総額の変化

収入額 支出額 団体数

100万未満

38%

100万～500万

未満

22%

500万～

1,000万未満

10%

1,000万～

2,000万未満

9%

2,000万～

5,000万未満

10%

5,000万～

１億未満

8%

1億以上

3%

2016年度

団体
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主に誰が活動を担っているか

事業費規模 100 万未満の NPO の約 92%において、理事（薄い青）が無償で活動してい

る。一方、5,000 万以上の NPO の全てで雇用されたスタッフ（緑）が活動を担う。併せ

て、無償の理事やボランティア（薄い赤）も活動している。雇用されたスタッフは 500

万規模の NPO から現れ始める。中規模の NPO では、有給の役員（青）もいるが、ときと

場合によって無償有償混在の役員やボランティアが活動を支えている様子がみえる。し

かしながら、どの規模の NPO にも役員たちが無償で活動している状況がある。 

活動の主な原資は何か 

53%の NPO は支援者からの会費・寄付金・助成金等（＝プレゼントされたお金）が主

な原資であると回答し、45%の NPO は事業収益（＝稼いだお金）が主な原資であると回

答している。今後の資金調達については、寄付金と企業からの受託事業収入を増やし、

助成金は減らしたい意向がみえる。 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100万未満 ～500万 ～1000万 ～2000万 ～5000万 ～１億 １億以上

事業費規模で見た主な活動者の環境(複数回答あり）

役員（無償） 役員（有償） 役員（有給） 役員（混在）

ボランティア（無償） ボランティア（有償） ボランティア（混在） 雇用スタッフ

73

8

5

14

30

8

19

37

無償の役員

有償の役員

有給の役員

役員（混在）

無償のボラ

有償のボラ

ボラ（混在）

雇用スタッフ

0 20 40 60 80

主に誰が活動しているか

会費 25%

寄付金 7%

助成金・補助

金 21%

自主事業収入

22%

行政・公益

法人等からの

受託事業収入

22%

企業からの

受託事業収入

1%
その他 2%

活動原資（現在）

会費

23%

寄付金

16%

助成金・補助

金 14%

自主事業収入

21%

行政・公益

法人等からの

受託事業収入

19%

企業からの

受託事業収入

4%

その他

3%

活動原資（将来）
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事業費規模でみると、100 万未満の NPO の 45.9%の主な収益は「会費」である。500

万から 1,000 万の中規模 NPO の半分が「助成金・補助金」、5,000 万以上の全 NPOが「行

政からの受託事業等（介護制度等の給付金含む）」が主な収益である。規模が大きくな

るにつれ、プレゼントされた資金の割合が減り、稼いだ資金の割合が増えている。 

運営面での課題は何か（複数選択可）

「スタッフの確保・養成」につ

いての課題が最も多く、次いで「活

動資金の確保」となっている。事

業費規模からみると 100 万以下の

小規模 NPO の課題については資金

確保が人材養成を上回ったが、そ

れ以上の中規模 NPO では、人材確

保が資金確保を上回っている。1

億以上の大規模 NPO になると、人

材確保と資金確保の両方を全 NPO

が課題として挙げている。無償ボ

ランティアとしての確保も難し

く、有給環境でも人材不足の状態

である。 

100万未満
100万～500万

未満

500万～1000万

未満

1000万～2000

万未満

2000万～5000

万未満

5000万～１億未

満
１億以上

その他 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

企業からの受託事業等 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0%

行政からの受託事業 5.4% 13.3% 25.0% 25.0% 27.3% 100.0% 100.0%

自主事業収入 16.2% 23.3% 25.0% 33.3% 45.5% 0.0% 0.0%

助成金・補助金 10.8% 36.7% 50.0% 8.3% 18.2% 0.0% 0.0%

寄付金 16.2% 3.3% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0%

会費 45.9% 23.3% 0.0% 16.7% 9.1% 0.0% 0.0%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

事業費規模別にみた主な原資(複数回答あり）

活動資金の

確保（62）

38%

スタッフの

確保・養成

（72）

44%

活動に対する

理解（24）

15%

その他（5）

8%

運営面での課題（複数回答あり）

※（ ）は団体数
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３ 公共サービスの担い手、NPO の役割について 

公共サービスは誰が担うのか 

社会的に見て NPO の役割は何か。あなたの法人の役割は何か（複数選択可） 

社会的にも自分の法人としても、NPO が果たしている役割について、「社会的課題解

決のための事業の実施」を約 9割の NPO が選択した。政策提言を NPO の役割と考えてい

るのは 52.3%の団体に及んだが、実際に提言活動を行っている NPO は 24.3%と約半分に

なっている。NPO の設立年代で比較すると、社会変革を行うための革新的な取り組み「社

会的価値の創造」を選んだのは NPO 創成期グループ（2005 年以前に設立の 28 団体）の

46.4%、自立支援法以後グループ（2006 年から 2010 年設立の 25 団体）の 28.0%、寄付

税制改正以後グループ（2011 年以後設立の 54 団体）の 14.8%と徐々に減ってきている。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社会的課題の発見

社会的課題の関わる啓

発活動

社会的課題解決のため

の事業の実施

社会的課題解決のため

の政策等の提言

社会的価値の創造

その他

NPOの役割

社会におけるNPOの役割

当法人が行っていること

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

課題発見 啓発 事業実施 政策提言 価値創造 他

設立年代から見た「果している役割」

NPO創成期(28) 自立支援法以後（25) 寄付税制改正以後(54)

行政と市民が公共サービスを担うと

の回答が 76%と最も多かった。公共サー

ビスという言葉の解釈によって答え方

は様々になるため、分析に困難が生じ

る設問だが、議論を深めたい課題であ

る。

行政（20）

19%

市民（2）

2%

行政と市民

（82）

76%

その他（3）

3%

公共サービスは誰が担うのか

※（ ）は団体数
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４ 協働について（行政と NPO の協働、協働の経験や今後の希望）

協働したことがあるか。今後協働を希望するか。その相手は誰か 

75%の NPO が、協働の経験ありと回答した。そのうち行政との協働が 70%（56 団体）、

NPO 法人との協働が 46.3%であった。協働していない NPO からは、その理由として自分

たちだけで活動が完結できたから、協働相手と出会う機会がなかったから（ともに 6団

体）との声があった。今後協働を希望すると回答した 95 団体のうち、最も多い協働相

手の希望は行政であり（81.1%、77 団体）、続いて企業（53.7%、51 団体）だった。 

行政と NPO との協働を進めるために必要なものは何か 

最も多かった回答が、「行政と NPO 法人との相互理解が必要」（46.2%：49 団体）であ

り、NPO 創成期グループ（2005 年以前に設立の 28 団体）の 71.4%が選択した。2番目は

「庁内の連携体制」（33%：35 団体）で、寄付税制改正以後のグループ（2011 年以後に

設立の 54 団体）の 44.4%が選択した。中間支援機能については年代が下がるほど、選

択する割合が増えている。

いいえ

（8）

7%

わからな

い（1）

1%

記載なし

（3）

3%

今後協働での活動がしたいか

はい（95）
89％

※（ ）は団体数
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 － 一人ひとりが自分ごととして考え、取り組む － 

少子高齢社会に突入した日本では人口減少が進み、一方で個人のライフスタ

イルや価値観が多様化していることから、社会的課題が複雑化しています。 

こうした中で、これからの社会は、従来は官が独占していた領域を「公（お

おやけ）」に開き、官民協働で担うなど、市民、市民活動団体、事業者が公的

な財やサービスの開発・提供に関わっていく必要があります。平成 22 年、内

閣府は、こうした考え方を「新しい公共」として発表しました。平成 25 年に

は、地域や社会の課題を解決するために、共助社会（個人の多様な価値観や意

思が尊重されながら、新たな『つながり』が構築され、全員で作り上げていく

社会）の実現を目指す必要があるとして、「共助社会づくり」の議論が始まっ

ています。 

世界に目を向けると、現在も地球規模の深刻な課題は山積しています。平成

27 年 9 月に国連総会において採択された、「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」の中には、SDGｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開

発目標）が記載されています。これは、貧困、環境、健康、平和、働きがい、

住み続けられるまちづくりなどの課題に対し、人類が持続していくための世界

を変える 17 の目標を示したものであり、この課題に対して、市民社会や民間

セクター、政府機関等の様々な主体が集結し、強く関与することで解決を図っ

ていくとしています。 

浜松市市民協働推進委員会は、こうした状況の中、浜松市民が社会を支える

ことに関心を持ち、自分ごととして行動を起こすための指針づくりを進めてき

ました。この指針により、浜松が一丸となって、市民の幸福と豊かな地域づく

りのために共に取り組む道筋となることを願います。 

 浜松市市民協働推進委員会 一同 

おわりに 



 浜松市 市民協働を進めるための基本指針 

     － 多様な主体によるまちづくりを実現するために － 

     編集・発行  浜松市 市民部 市民協働・地域政策課 

            〒430-8652 浜松市中区元城町 103-2 

            TEL：053-457-2094  FAX：053-457-2750 

            E-mail：shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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パブリック・コメント意見提出様式
～ あ な た の ご 意 見 を お 待 ち し て い ま す ～

ご住所 
（所在地）

お名前 
（法人名・団体名） 

電話番号 

案の名称 浜松市市民協働を進めるための基本指針（案） 

意見募集期間 平成３１年２月１５日（金）～平成３１年３月２９日（金） 

意見欄 

・この様式は参考です。任意の様式でも提出していただくことができますが、その
場合でも、上記と同様の内容について記入をお願いします。 

・この様式は、市ホームページからもダウンロードできます。 

【提出先】 市民部 市民協働・地域政策課あて 
住所    ：〒４３０－８６５２ 浜松市中区元城町１０３－２ 
ＦＡＸ   ：０５３－４５７－２０９４ 
Ｅ－ｍａｉｌ：shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp 



～どうやって意見を書いたらいいの？～

「もっとこうしたらどうか」「もっとこうしてほしい」など、計画や条

例の案を見て思ったこと、感じたことを箇条書きや文章にまとめてくだ

さい。 

 どうやって書いたらいいか分からない場合には、以下の書き方例を参

考にしてみてください。 

＜書き方例＞ 

・ ●ページにある「○○○○」という言葉は分かりにくいので、「□□

□□」に変えてはどうでしょうか。 

・ ●ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加

したほうがよい。その理由は･････だからである。

・ ●ページに書いてある目標件数ですが、「○○件」では少ないので、

「□□件」にすべきだと思う。

・ ●ページの「△△△△」という文章は具体的にどういう意味なのか。

また、専門用語が多く使われているので、計画の中に用語解説をつけ

るべき。 

皆さんからの

ご意見を 

お待ちして 

おるのじゃ！ 



１

 第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 平成３１年度浜北区地域力向上事業（助成事業）の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【趣旨】 

 地域力向上事業実施要綱第８条に基づき、浜北区役所に提案

された地域力向上事業・助成事業の採択に当たって、浜北区協

議会に意見を求める。 

地域力向上事業実施要綱 

 （実施予定事業の決定） 

 第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、区協議会に 

  意見を求め、その意見を踏まえて実施予定助成事業を決定 

し、提案団体には選考結果通知書により通知するものとす 

る。 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 平成３１年度の地域力向上事業・助成事業は、平成３１年１

月に一次募集をした。今回は、提出された提案について、区行

政推進会議で審議したものを提出する。 

 提案  ２件 

 採用  ２件 

 不採用 ０件 

※詳細は別紙のとおり 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 市長は、浜北区協議会の意見を踏まえて、地域力向上事業・

助成事業を決定する。 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 藤本 正明 電話 ５８５－１１４１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料２ 



（単位：円）

■助成事業 予算要求額 既申請額 今回補助額

3,300,000 0 388,000

内容

時期

場所 担当課：区振興課

内容

時期

場所 担当課：区振興課

平成31年度地域力向上事業提案内容

1

Ｎｏ．

らぶ はまキター!!
　　　　　　　　　　　　　　（3回目）

提案事業名 提案者 概算事業費(円) 行政推進会議検討結果

486,402

 【採用（実施予定事業候補）】

・平成30年度は、前年と比較して来場者数も
増加、事業経費における協賛金や出店料収
入の割合も高いことから、さらに平成31年度
は自立を確実なものにできる内容を期待す
る。
・毎年新たな視点で事業を展開していこうと
する意気込みは素晴らしい。新しいことに挑
戦することで新たな人脈ができているように
感じるため、今後もさらに発展できるようなイ
ベントにしてほしい。
・地域イベントとしての認知度が高まり、協力
者も増えつつあることから、これまで培ったノ
ウハウを活かし、ネットワークをより強固なも
のとすることで、自走へのステップアップを期
待する。
・障がいのある人や外国人を幅広く受け入れ
ることから、会場内でのサポートを徹底して
ほしい。
・今回は障がいのある人の参加が予定され
ているので、ふれあいの場を通して、より多く
の人に障がいへの理解が深まることを期待
する。
・当日は子どもの参加が多いと思われるの
で、安全対策には万全を期すよう心がけてほ
しい。

残額

2,912,000

補助金額
（希望額）(円）

194,000

予算内容（金額：円）

主なものは次のとおり

・出演者報償費
　　　　　　　（30,000円）
・アルバイト賃金
　　　　　　　（68,640円）
・チラシ、ポスター
　　　　　　（228,700円）
・会場使用料等
　　　　　　　（50,450円）

・その他　（108,612円）

・補助金　 （194,000円）
・協賛金　 （292,402円）

らぶ はまキター!!実行
委員会

浜北で活躍している個人事業主が、浜
北の原動力になるようなイベントを開
催する。浜北区の魅力発信と浜北駅
前の活性化やコミュニケーション作りを
目的とする。

平成31年6月15日（土）

なゆた・浜北（なゆたホール）

継続
事業

〇

487,024

主なものは次のとおり

・アルバイト賃金
　　　　　　　　（24,024円）
・チラシ、スタンプラリー
　　　　　　　　（239,200円）
・新聞折込料
　　　　　　　　（151,800円）

・その他　　　　（72,000円）

194,000

事業の目的・効果

浜北駅前の活性化と浜北の魅力発信及び国籍や
障がいなどの壁をなくすためのコミュニケーション
作りのイベントを開催する。

・出店（物販や体験コーナーなど浜北区内に店舗
のある方が中心）

・区内の幼稚園、保育園、特別支援学校の子供た
ちによる手形の横断幕の展示

・子供向けアトラクション、大道芸　等

提案内容

2
三遠南信名物自慢「はまきた駅
前なゆた朝市」
　　　　　　　　　　　　　　（2回目）

はまきた駅前なゆた朝
市

　三遠南信名物自慢「はまきた駅前な
ゆた朝市」を定期的に開催することに
より、浜北区内の特産品を見直し、ま
た浜北地区以外の特産品を発見し活
かすことにより浜北ならではの産業の
活性化に繋げたい。
　「なゆた・浜北」の認知度を上げ継続
して月数回開催することにより人が集
まりやすい場所となり「なゆた・浜北」
の周辺にも新規のお客様が増え街中
が活性化する。

※今年度実施している中で、高齢者の
お客様に多く来ていただき「遠くまで行
かなくても買い物が楽になった」などの
意見もいただいている。

〇

 【採用（実施予定事業候補）】

・浜北区固有の人材、資源の活用という点が
課題だと思われるが、それ以外は駅前の活
性化、人の流れ等期待がもてる。
・浜北区の顔であるなゆたで開催としている
が、浜北駅前での開催という地の利を生かし
切れていないような感じがする。また、区役
所に来た人が足を止めて買い物をしたくなる
ような催しを実施してほしい。
・朝市の認知度も高まり、リピーターも増えて
きている。今後は浜北区内の事業者を増や
し、浜北区らしさをアピールしてほしい。
・着実に集客数が増えており、浜北駅周辺の
にぎわいと活性化が期待できる事業である。
更に事業の認知度が上がり集客数が増える
よう引き続き効果的な宣伝活動や企画など
積極的な取り組みをしてほしい。

平成31年4月1日（月）～平成32年3月31日（火）
・補助金　 （194,000円）
・出店者負担金
　　　　　　　（293,024円）

なゆた・浜北

　三遠南信の農産品、水産物、工芸品、郷土加工
品等の販売を、毎月2回、第2、第4火曜日を基本と
して午前9時から午後3時まで開催する。また、6月
と12月（予定）にイベントを開催する。
　会員だけではなく、浜北区で商売している方々に
も、継続して参加（出店）を募っていく。



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  平成 31年度浜北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

―

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

平成 31 年度浜北区役所費の当初予算案及び主要事業の概

要について報告するもの。 

詳細は別紙のとおり。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 藤本 正明 電話 ５８５－１１４１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料3-1 



浜北区役所

（単位：千円）

31年度当初
予算額Ａ

30年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

浜北区役所費 266,964 232,888 34,076

区管理運営事業 120,028 103,010 17,018

協働センター管理運営事業 37,376 34,798 2,578

収入印紙売りさばき事業 13,802 13,802 0

区協議会運営事業 163 164 △ 1

地域力向上事業 13,712 16,550 △ 2,838

3,300 3,700 △ 400

区民活動・文化振興事業 9,865 9,903 △ 38

区課題解決事業 547 2,947 △ 2,400

行政連絡文書配布事業 37,395 36,509 886

自治会振興事業 32,020 18,055 13,965

遠州はまきた飛竜まつり開催事業(負担金) 8,468 6,000 2,468

浜北万葉まつり開催事業 4,000 4,000 0

市民提案による住みよい地域づくり助成事業
（補助金）

平成３１年度　浜北区役所費予算案の概要

費用項目 事業の内容

庁舎、公用車の維持管理等に要する経費

※職員の人件費等は除く。

区協議会の開催等に要する経費

住みよい地域を実現するため、団体の提案に基づき、団
体が主体的に取り組む事業に対し助成する事業

浜名、北浜南部、中瀬、麁玉協働センター及び浜名協働
センター付設体育館の維持管理に要する経費

浜北区役所での登記関係証明用収入印紙の売りさばきに
要する経費

万葉まつり及び関連イベントを開催するための経費

区内の課題を解決するため、市民協働により実施する事
業

地域の活性化や文化振興のため、市民協働により実施す
る事業

遠州はまきた飛竜まつりの警備、会場設営等に対する負
担金

自治会集会所整備費助成、防犯灯設置維持管理費助成

行政連絡文書の配布等を浜北区自治会連合会に委託する
経費等

資料3-2



浜北区役所　
（単位：千円）

31年度
当初予算額

A

30年度
当初予算額

B

増減
A-B

事業の内容

地域力向上事業 13,712 16,550 △ 2,838

3,300 3,700 △ 400

区民活動・文化振興事業 9,865 9,903 △ 38

1,536 1,508 28
市民の生涯学習・芸術文化活動成果の発表と鑑賞の
ため、絵画などの作品展示、舞踊などの舞台発表等
を実施する。

0 100 △ 100
浜北区内の歴史的・文化的な資源の掘り起こしのた
めに、文化財等を活用したイベント開催等を行う。

4,500 4,500 0
地域の商業、工業、農業などの企業・団体等の出展
を行う。併せて集客イベントを開催する。

535 525 10
浜北の名所・旧跡見学など文化的要素を取り入れた
ウォーキングとの複合イベントを開催する。

1,282 1,258 24

エルネットファミリー 491 482 9
小学生を対象に、科学的学習、風習や伝統的な行事
の体験、工場見学など、偏りのない幅広い体験学習
を実施する。

青少年活動推進 367 360 7
青少年指導者養成講座の実施、広報誌「青少年の
窓」の発行、他の青少年活動への支援・協力を行
う。

星を見るつどい 99 97 2
星座の紹介、星空ミニコンサート、望遠鏡の使い方
などの学習を行う。

浜松市浜北青少年リーダー養成講習会 325 319 6
中学生や高校生を対象に青少年健全育成活動指導者
をサポートするサブリーダーを養成するための講座
を連続的に開催する。

平成３１年度　地域力向上事業・区大事業について

浜北産業祭開催事業（負担金）

浜北青少年健全育成事業

事業名

市民提案による住みよい地域づくり助成事業
（補助金）

浜北区市民文化祭開催事業

ふるさと再発見事業

はまきた名所めぐりウォーキング事業

資料3-3



31年度
当初予算額

A

30年度
当初予算額

B

増減
A-B

事業の内容事業名

2,012 2,012 0

浜北植木まつり支援事業（負担金） 545 545 0
植木、園芸関係資材及び農畜産物の展示・即売会や
催し物を開催する。

はまきたグリーンフェスタ開催事業 1,000 1,000 0
植木や花苗オークション、押し花教室、木工教室、
コンサート、緑の募金、子供縁日などを開催する。

入学記念樹贈呈事業 200 200 0
浜北区内の小学校及び特別支援学校入学児童へ入学
記念樹を贈呈し、みどりのまち浜北を啓発する。

みどりを守り育てる運動 267 267 0
町内会等が実施する公園や遊園地などの緑地管理
（除草、施肥等）に対する報償金（15円/㎡以内）を
交付する。

区課題解決事業 547 2,947 △ 2,400

147 147 0
健康意識の啓発を図るため、市のイベント会場(浜北
区内)及び「はままつ食de元気応援店」登録店舗で健
康づくりの普及啓発事業を実施する。

0 2,400 △ 2,400

飛竜まつり駅前イベント 0 1,400 △ 1,400
遠州はまきた飛竜まつり開催に合わせ、浜北駅周辺
で飛竜太鼓の演奏やよさこい踊り、ミニ凧の展示な
どを行う。

浜北駅前にぎわい創出イベント 0 1,000 △ 1,000
なゆた・浜北駅前広場で地域活性化のイベントを開
催する。

400 400 0
協働センター単位などの区よりも小さな単位での地
域課題解決を図るための事業を実施する。

8,468 6,000 2,468
浜北凧揚げ、飛竜火まつり等各種イベントを開催す
る。

4,000 4,000 0
「こどもまんようまつり」「万葉まつり」「万葉コ
ンサート」「椿まつり」を開催する。

遠州はまきた飛竜まつり開催事業（負担金）

協働センターを核とした地域課題解決事
業

浜北万葉まつり開催事業

浜北駅前活性化事業

みどりのまち推進事業

健康づくり事業



(単位：千円)

浜北区 中区 東区 西区 南区 北区 天竜区

1 1,134,319 2,454,627 1,095,244 1,208,742 1,024,114 1,316,170 1,560,568

2 120,028 10,253 49,469 76,148 54,231 55,931 117,142

3 37,376 106,246 54,519 81,916 50,536 66,922 190,182

4 13,802 0 0 0 0 6,900 0

5 163 154 334 213 300 257 140

6 13,712 9,318 9,582 15,070 10,263 10,316 28,107
市民提案による住みよい地域づくり助成
事業（補助金） 3,300 4,400 3,700 3,800 2,700 3,700 4,400

区民活動・文化振興事業 9,865 2,650 1,429 8,720 2,160 5,191 18,481

区課題解決事業 547 2,268 4,453 2,550 5,403 1,425 5,226

7 37,395 105,613 48,999 37,150 35,222 43,011 30,611

8 32,020 46,114 31,663 32,771 28,703 37,048 22,330

9 12,468 0 5,078 3,965 0 25,100 25,386

10 2

1,401,283 2,732,325 1,294,888 1,455,975 1,203,369 1,561,655 1,974,468

266,964 277,698 199,644 247,233 179,255 245,485 413,900

※区大事業

浜名湖うなぎまつり開催事業（負担金）　3,965千円

区大事業※

協働センター管理運営事業

自治会振興事業

行政連絡文書配布事業

地域力向上事業

区協議会運営事業

平成３１年度　区役所費当初予算比較

　天竜区 鹿島花火大会開催事業（負担金）　4,819千円　　　天竜区交流促進事業（負担金）　11,688千円　　　森林のまち童話大賞事業 5,034千円　　　天竜区駅伝大会事業（負担金）　3,845千円

区役所費合計（人件費除く）

遠州はまきた飛竜まつり開催事業（負担金）　8,468千円　　　浜北万葉まつり開催事業　4,000千円

俳句の里づくり事業　3,906千円　中野町煙火大会開催事業（負担金） 1,172千円

収入印紙売りさばき事業

人件費

区管理運営事業

基金積立金

姫様道中開催事業（負担金）　6,800千円　　三ヶ日花火大会開催事業（負担金）　6,000千円　　いなさ人形劇まつり開催事業（負担金）　6,000千円　　北区Deまつり開催事業（負担金）　6,300千円

　浜北区

　東区

　北区

　西区

区役所費合計

資料3-4



浜北区役所

(H31.2月現在)

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

道路整備事業

市道整備事業 　　

(市)浜北内野112号線外 <単独事業>　測量設計、道路改良工事等 継続

国県道整備事業 　　

(国)362号(宮口BP) <国交付金事業>　道路改良工事 継続

(一)細江浜北線(雷神橋) <国交付金事業>　道路改良工事、用地補償 継続

(主)天竜浜松線外 <単独事業>　測量設計、道路改良工事、用地補償等 継続

道路維持修繕事業 　　

国県道、市道　区内一円 <単独事業>　道路維持修繕工事 継続

交通安全施設等整備・修繕事業 　　

(市)浜北寺島内野線 <国交付金事業>　用地買収 新規

国県道　区内一円 <単独事業>　道路照明灯、小規模工事等 継続

市道　区内一円 <単独事業>　道路照明灯、小規模工事等 継続

(市)浜北小松尾島舟場橋線外 <単独事業>　測量設計、道路改良工事等 継続

都市計画道路整備事業 　　

(都)美薗線 <国交付金事業>　道路改良工事、用地買収 新規

河川改良事業 　　

(準)東浦川外 <単独事業>　排水路工、護岸工、測量設計、用地補償等 継続

平成３１年度　浜北区における主要事業の概要 資料3-5



浜北区役所

(H31.2月現在)

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

河川維持修繕事業

御馬ヶ池雨水貯留池外 <単独事業>　浚渫・除草工等 継続

組合等区画整理支援事業

区画整理地区内水道整備事業
負担金

浜北新都市水道施設工事負担金 継続

(仮称)浜北中央北土地区画整
理事業

(仮称)浜北中央北土地区画整理組合の設立に向けた技術的援助等支援 継続

国県施行事業
県営土地改良事業（負担金）

県単独農業農村整備調査事業
（基盤整備の実施に向けた調査検討「上善地地区」）

新規

国県施行事業
県営土地改良事業（負担金）

県単独農業農村整備調査事業
（基盤整備の実施に向けた調査検討「大平地区」）

継続

施設整備事業 　　

北浜中学校校舎大規模改造事
業

校舎大規模改造工事（北校舎） 継続 平成30年度～31年度工事

小中学校空調設備整備事業 小中学校普通教室への空調設備設置工事（浜名小学校他15校） 継続 平成31年度工事

その他の事業 　　

西鹿島駅周辺地区まちづくり
検討事業

鉄道事業者との意見調整及び駅前広場整備計画の検討結果を踏まえ、
動線確保の詳細検討や具体的な整備計画の検証を行う
  委託（西鹿島駅周辺地区まちづくり検討業務委託）

継続

浜北温泉施設あらたまの湯修
繕工事

あらたまの湯源泉・井水ボイラー入替工事ほか２件 新規

浜北文化センター電源受変電
設備改修・高架水槽更新工事

浜北文化センターの受変電設備の改修・高架水槽及び配管の更新工事 新規

農業農村振興推進費



浜北区役所

(H31.2月現在)

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

遠州山辺の道整備事業 説明板などサイン整備、地域資源やルートの整備など 継続

（仮称）浜北平口サッカー場
スポーツ広場人工芝設置工事

浜北平口サッカー場スポーツ広場の人工芝等の設置工事 新規
平成30年度～31年度工
事

浜北斎場拡張整備事業
浜北斎場火葬炉設備5号炉増設工事（既存施設内火葬炉1基増設）、拡張整備
事業デザインビルド（設計・施工）整備工事

継続
・5号炉増設:平成30年度
・拡張工事:平成30年度～
　　　　　　　　　32年度

染地台多目的広場整備事業 染地台多目的広場の整備工事 継続

子育て支援ひろば事業 常設ひろば、発達支援、妊婦支援、親支援・親教育、外国人支援など 継続

病児・病後児保育事業
病気又は病気回復時の乳幼児及び小学生の一時的な保育
（桜町クリニック　種別：病児　定員6人）

継続


